
高齢者講習における水平視野検査器による視野検査等実施要領の制定について

発出年月日：令和４年12月27日

文書番号：沖例規免試第２号

公表範囲：全文

高齢者講習における運転適性検査器材のうち水平視野検査器による指導については、高

齢者講習における視野検査実施要領の制定について（平成27年３月13日付け沖例規免第５

号 以下 旧例規通達 という に基づき実施しているところであるが 道路交通法 昭。 「 」 。） 、 （

和35年法律第105号）の一部改正に伴い、新たに高齢者講習の実施等に関する規則（令和

４年沖縄県公安委員会規則第10号）が定められたことなどから、水平視野検査器による検

査の実施要領、測定結果に基づく指導事項等を見直し、別添のとおり高齢者講習における

水平視野検査器による視野検査等実施要領を定め、令和４年12月27日から実施することと

したので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、旧例規通達は、同日付けで廃止する。

別添

高齢者講習における水平視野検査器による視野検査等実施要領

目的第１

この実施要領は、高齢者講習において、水平視野検査器を用いた視野検査及びその結

果に応じた安全運転への指導を実施するために必要な事項について定めることを目的と

する。

検査実施に当たっての心構え第２

検査を実施する者は、次の基本的事項を理解し、適正かつ円滑に検査を実施しなけれ

ばならない。

⑴ 検査の目的

検査は、水平方向の視野の測定を行い、加齢に伴う視野の変化を自覚させるとと

もに、個々人の視野の状況に応じた安全指導を行い、もって、高齢運転者の安全運

転を支援することを目的とする。

⑵ 検査の性質

検査は、被検者の視野の状況を確認し、その結果に基づいた安全運転に必要な指

導を行うために実施するものであり、運転免許証の有効期間の更新等の際に行う適

性検査や医学的な検査とは異なることに留意すること。

⑶ 高齢者の心情に配意した検査の実施

検査は、高齢者を対象に実施するものであることから、検査に関する説明及び視

野の測定の際には、丁寧な説明を心がけるなど、高齢者の心情に配意すること。

⑷ 検査結果の取扱い

検査の結果は、被検者の視野機能の状況を示す個人情報であることから、その取

扱いには十分に注意すること。

検査の実施要領第３



１ 測定する視野

（ 「 」 。）被検者の水平方向の視野角度とその中で見えない点 以下 視野欠損点 という

の有無の測定を行う。

２ 使用する検査器

検査には、水平方向の視野角度及び視野欠損点の有無を測定可能な視野検査器を使

用することとし、自動式、手動式の別を問わない。ただし、自動式の場合は、被検者

個々人の反応状況等を考慮し、視標の速度を調整できるものが望ましい。

なお、水平視野検査器の各部の名称は、以下のとおりとする。

⑴ 視 標 － 測定のために水平方向に移動する円形の標（点）

⑵ 注視点 － 測定時、測定する眼の視点を固定するための目標（点）

⑶ 顎 台 － 測定時、顎を乗せるために測定器に付設している台

⑷ 額当て － 測定時に額を固定するために測定器に付設している当て板

⑸ 遮眼板 － 測定しない方の眼を覆うために測定器に付設している板

３ 検査実施時の基本的留意事項

⑴ 検査器の設置場所

ア 直射日光が差し込む場所や部屋の隅等は避け、明るさを一定に保つことができ

。 、 、 、る場所に設置すること なお 設置場所に関し 取扱説明書に記載がある場合は

当該取扱説明書に基づき設置する。

イ 被検者が落ち着いて測定できるよう、人が行き来する廊下等は避ける。

⑵ 測定時

ア 被検者に対し、事前に測定要領を説明するとともに、視標が確認できたとき又

は確認できなくなったときの合図（自動式の場合はボタンを押下する、手動式の

場合は声を発するなど）をあらかじめ定めておく。

イ 顎台に顎を正しく載せた後、額当てに額を付けて、測定中は動かさないよう指

示する。

ウ 測定しない眼に遮眼板をセットする。

エ 顎台を上下・左右に動かし、被検者の目を正しい位置（注視点）に合わせる。

オ 注視点を見ている眼を絶対に動かさないよう指示するとともに、視標の確認を

誤りなくスムーズに行うことができるかどうかについて本測定の前に試行測定を

実施し、測定要領を理解させる。

カ 視標の移動速度は、１秒間に約５度を目安とするが、被検者の反応状況に応じ

て適切な速度に調整しても差し支えない。

キ コンタクトレンズ装用者については、そのまま測定する。

また、眼鏡装用者については、フレームが視野の測定に影響を及ぼすことが想

定されることから、原則として眼鏡を装用せずに測定する。ただし、被検者から

視標が裸眼で確認しにくいとの申出があった場合には、眼鏡を装用させて測定し

ても差し支えない。

その際、眼鏡を通して見える範囲は眼鏡を使用し、視標が眼鏡から外れた地点

、 （ ） （ ）で眼鏡を外させ 眼鏡から外れた地点よりやや内側 注視点側 から外側 耳側

、 。に向けて視標を再度移動させ 視標が確認できなくなった地点の角度を測定する



次に、逆方向（耳側から注視点方向）からの測定も同様に行う。

ク 測定中は、測定している被検者の眼が動いていないこと（視標を追視していな

いこと）を常時確認すること。

ケ 測定中に、必要以上に被検者の身体に触れる行為は、医療行為とみなされる可

能性があるので注意する。

⑶ 視野に関する理解

検査を実施するに当たっては、別紙１及び別紙２を参考に、視野に関する理解を

深めておくこと。

４ 視野の測定方法

別紙３のとおり。

５ 測定結果の通知

測定結果については、視野測定結果票（別記様式）をモデルとした書面に記録し、

被検者に自分の視野の状況を通知して理解させること。

また、当該結果票は、視野の状況に応じた安全指導を行う際の資料として活用する

とともに、指導後は被検者に交付すること。

なお、被検者から再測定の申入れがあった場合には、再測定を行っても差し支えな

いが、再測定を行うことにより他の講習科目を講習時間内に実施することができなく

なるおそれがある場合は、被検者の了解の下、講習時間外に再測定を行うこと。

測定結果に基づく指導事項第４

、 、 、視野測定後の指導においては 視野の状況を理解させるとともに 測定結果に基づき

安全運転上のポイントについて、具体的な危険場面を挙げて指導すること。

⑴ 視野狭小の理解

別紙１及び別紙２を活用して、視野が狭くなったり、部分的に見えなくなったり

する緑内障等の眼疾患の罹患率が加齢に伴い高くなり、これらの疾患によって、視

野が狭小化するおそれがあること等について分かりやすく説明するとともに、被検

者の測定結果を若年層及び同年齢層等と比較させ、被検者の視野の状況を理解させ

る。

⑵ 具体的な危険場面における安全指導

高齢運転者による交通事故の態様については、出会い頭事故が多く、交通が輻輳

する交差点では、確認のため首を振った方向を長い時間見ていると、視野範囲から

外れた領域において刻々と変化する状況を認知できず、危険が高まることを理解さ

せるとともに、長時間一点に視線を集中せずに、反対方向に視線を移して確認する

ことを心がけるよう指導する。

また、測定結果を踏まえ、次の例を用いるなどして、具体的な危険場面と交通事

故防止のための運転方法について指導する。

ア 交差点における安全走行

交差点では右左折する際には、進行方向以外の安全確認が疎かになるおそれ(ア)

があることから、交差点手前で十分に減速し、進行方向以外の方向に対する目

視による確認を励行する。

前方のみに注意が行きがちになり、交差道路への安全確認が不十分になるこ(イ)



とから、不意による「飛び出し」に対応できる速度と危険予測に基づく目視に

よる確認を励行する。

交差点を左折する際は、車両左側のバックミラーに映らない部分（死角）に(ウ)

原付バイク等が後方から進行して来る場合があるので、左折する交差点の手前

で十分に減速するとともに、左側方に対する目視による確認を励行する。

隘路からの右左折の際は、停止線手前（停止線が設置されていない場合は交(エ)

差点の直前）で確実に一旦停止し、安全が十分に確認できる位置まで徐々に自

車を進行させ、身体の上体を前に倒し覗き込む姿勢などして、できるだけ視野

を広く取り、交差道路の左右の安全を目視により確認することを心がける。

イ カーブにおける安全走行

カーブを知らせる情報板などを確認しないため、カーブを認知してからの減速

が遅れ安全な速度で走行することができないおそれがあることから、走行中にお

、 。いては 周囲の情報板等に対する注意を怠らないように走行することを心がける

ウ 高速道路等での安全走行

進路変更又は本線進入時は、バックミラーによる確認のみで安全が十分に確認

されないまま進路を変更又は本線に進入するおそれがあることから、バックミラ

ーのみならず目視による後方確認を励行する。

⑶ 視野狭小等が認められた場合における指導事項

視野が狭くなったり（視野狭小 、部分的に見えなくなったりする（視野欠損））

緑内障等の眼疾患の罹患率が加齢に伴い高くなることから、測定の結果、視野角度

が別記様式に示す平均視野角度の標準と比較して狭かったり、視野欠損点があった

りする場合は、当該被検者に対し 「今回の測定の結果、視野が狭くなっている可、

能性や、見えていない箇所がある可能性もあるので、心配であれば専門医に相談し

てみてはどうか 」などと専門医での診断を促す。。

その際 「病気の疑いがある 「視野欠損がある 」といった医療的な説明は厳、 。」 。

に慎むこと。

また、実際に視野が狭くなっている可能性や、見えていない箇所がある可能性が

あることも考慮し、運転する際には 「速度を控える 「夕方から夜間にかけて、 。」、

など見えにくい環境ではできるだけ運転を控える 「交差点では目視による十分。」、

な安全確認を行う 」など具体的な指導を行うこと。。

別紙・様式省略


